
空き家バンクの手続きについて

空き家バンクとは

空き家バンクの対象って

申請に必要な書類は

申請には以下の書類が必要です。

申請した後はどうするの

問い合わせ 直方市 都市計画課 住宅政策係 電話 ０９４９－２５－２０５０

空き家の流通を促進することで空き家の老朽化を予防し、移住定住の促進につなげる制度です。売買や賃貸を

希望する所有者から提供を受けた情報を市内の不動産事業者に提供し、不動産の専門サイトに掲載することで、

広く物件の情報発信を行う制度です。その他不動産事業者によるサポートを受けることができます。
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裏面の「空き家バンク事前チェックシート」で、必要な項目をチェックしましょう。

全ての項目に当てはまれば、空き家バンク利用の対象となります。

（１）空き家バンク利用申請書兼情報提供同意書（様式第８号）

（２）物件アンケート（空き家用・空き地用）（様式第９号）

（３）登記事項証明書（建物・土地）（空き地の場合は土地のみ）※法務局で入手できます。

（４）地図又は地図に準じる図面（法務局で入手できます。）

（５）現況がわかる写真（申請日の３ヶ月前以降が目安です。）

市が、市内の不動産事業者（登録制）に物件の情報を提供して、取り扱いを希望する事業者を募集します。

応募結果を連絡しますので、その後、不動産事業者に連絡をお願いします。

※空き家バンクでは、１つの事業者に依頼する専属専任媒介契約または専任媒介契約をお薦めしています。



⇒ 上記の①から⑨の項目と該当する場合は⑩、⑪の項目を

全て満たしている場合はバンクの対象となります。

項目 チェック欄

① 建物の所有権など権利関係は整理できていますか。 □

② 土地 〃 □

③ 登記はお済みですか。 □

④ 登記内容は今の実情に合っていますか。 □

⑤ 物件について、宅地建物取引業者と媒介契約は未契約ですか。 □

⑥ 宅地建物取引業者の紹介を希望しますか。 □

⑦ 暴力団、暴力団員ではないですか。 □

⑧ 空き家の管理について市から指導などを受けていませんか。 □

⑨ 告知事項（対象物件の重大な瑕疵や事実 *1）はありませんか。 □

＜建物・土地を共有している場合＞

⑩ 空き家バンクの利用について、共有者全員の同意を得ていますか。
□

＜建物と土地の所有者が異なる場合＞

⑪ 空き家バンクの利用について、あなた以外の所有者から同意を得ていますか。
□

空き家バンク 事前チェックシート

＜注意事項等＞

※ 事業者の仲介を希望しない場合や特定の事業者に依頼したい場合、すでに仲介している

事業者がいる場合はこの制度の対象外となります。

※ 申請に必要な添付書類を入手する際に手数料がかかります。

※ 仲介する事業者への手数料の支払いが発生します。

※ 物件の調査により流通の見込みがないと判断された場合は、バンクの利用をお断りする

ことがありますので、ご了承下さい。

※ ⑨の告知義務を怠ると、買主・借主が契約解除を求めたり、物件の価値下落分に対する

損害賠償や代金減額請求など、売主・貸主にとって重大な法的トラブルに発展する可能性

があります。

*1 心理的瑕疵（殺人事件、孤独死、自殺 等）

環境的瑕疵（近隣施設からの匂い、お墓など神事や仏事関連施設がある（あった）、近隣トラブル 等）

物理的瑕疵（耐震強度不足、シロアリ被害、雨漏りしている 等）

法的瑕疵（建築基準法、消防法、都市計画法いずれかの違反がある）


